
県立学校の臨時休業について 

令和２年４月 12日 教育委員会 

○ 新型コロナウイルス感染症に関しまして、熊本市

における感染患者の増加に加え、阿蘇や有明保健所

管内の感染確認や、さらに、昨日県内２５例目の感

染者が人吉保健所管内の病院に従事する医師である

ことが確認されました。また、隣県の福岡県に緊急

事態宣言が出されています。 

○ このように本県を取り巻く感染の状況は刻一刻と

深刻さを増していることから、先ほど、蒲島知事か

ら、改めて教育長に対し、再開している学校の臨時

休業について検討するよう要請がありました。 

○ これを受け、県教育委員会としましては、県立学

校においても、いつ感染が広まるか大変危惧される

状況にあると判断しました。 

〇 このため、すべての県立学校について「４月１４

日から５月６日までの間、臨時休業する」という方

向で検討を行い、明日、学校に正式に通知いたしま

す。 

〇 市町村教育委員会に対しては、県立学校の臨時休

業の方針を踏まえ、適切に対応するよう要請します。 


